
日中サービス支援型共同生活援助の報告・評価等

１ 日中サービス支援型共同生活援助（グループホーム）とは？

・平成３０年４月、障害者の重度化・高齢化に対応するために創設された共同生活
援助の類型、日中の支援も提供
・短期入所を併設し、地域で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供
・入所施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続、地域生活支援の中核
的役割を担う

２ 帯広市内の事業所

・３事業所（令和７年４月現在）
ケアホーム ヴァン、アークグループホームⅡ、共同生活援助フェリシダード

３ 協議会への報告・評価

・日中サービス支援型グループホームは、地域に開かれたサービスとすることによ
り、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等
に対し、定期的に（年１回以上）事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を
受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ
ならない。
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第二百十三条の十 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域連携推

進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要

望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域

連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記

録を公表しなければならない。

５ 前三項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の

質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるもの（次項に

規定するものを除く。）を講じている場合には、適用しない。

６ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協
議会その他都道府県知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）
に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第二項の報

告、要望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評価を受けるとと
もに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等における報告、評価、要望、助言等についての記録を整

備しなければならない。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
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計画部会
帯広市障害者共生まちづくりプランの策定・進捗状況の確認等、
地域生活支援拠点等の評価・検証
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